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会計

IASB（国際会計基準審議会）の

第124回の臨時会議が、2010年８月

24日に、第125回会議が、2010年９

月14日から16日の３日間（このうち、

15日に米国財務会計基準審議会

（FASB）との合同会議が開催された）、

さらに、第126回の臨時会議が、

2010年９月24日に、 ロンドンの

IASB本部で開催された。

第124回会議は、IASBのみの会議

で、①金融商品（償却原価及び減損）、

②金融商品（ヘッジ会計）及び③法

人所得税について議論が行われた。

ここでは、初めの２つについてのみ

解説することとする。

第125回会議のIASBのみの会議で

は、①金融商品（分類及び測定－金

融負債（公正価値オプション））、②

金融商品（償却原価及び減損）、③

金融商品（ヘッジ会計）、④金融商

品の資本と負債の区分、⑤負債

（IAS第37号（引当金、偶発負債及

び偶発資産）の改訂）、⑥料金規制

活動（rateregulatedactivities）、⑦

経営者による説明 （management

commentary）、⑧退職後給付、⑨年

次改善、 ⑩国際財務報告基準

（IFRS）第１号（IFRSの初度適用）

の改訂（超インフレ経済下の財務報

告）及び⑪IFRS解釈指針委員会関

係（IFRS第２号（株式報酬）にお

ける権利確定条件及び非権利確定条

件、非支配持分に関するプット及び

委員会の活動報告）が議論された。

一方、FASBとの合同会議では、⑫

金融資産と金融負債の相殺（マスター・

ネッティング契約）、⑬公正価値測

定及び⑭排出量取引スキームが議論

された。教育セッションでは、金融

資産の減損に関するIASBでの議論

について、FASBへの説明がなされ

た。IASB会議には、理事15名が参

加した。FASBとの合同会議には、

FASBのボードメンバー５名がテレ

ビ会議で参加した。ここでは、①か

ら⑥及び⑫から⑭の議論の内容を紹

介する。

第126回会議は、IASBのみの会議

で、①金融商品（金融負債－公正価

値オプション）及び②金融商品（金

融資産の譲渡－IFRS第７号（金融

商品：開示）の改訂）が議論された。
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今回は、①2009年11月に公表した

公開草案「金融商品：償却原価及び

減損」に対するコメント及びその他

の関係者からの意見聴取の結果報告、

及び、②今後の議論のために採用す

べきアプローチについて議論が行わ

れた。ここでは、②の議論のみを紹

介するが、その内容を減損アプロー

チの代替案及び予想損失アプローチ

の適用範囲に分けて解説する。

� 減損アプローチの代替案

受領したコメントでは、償却原価

測定を用いている金融資産に対して、

現行IAS第39号（金融商品：認識及

び測定）において採用されている発

生損失（incurredloss）アプローチ

から予想損失（expectedloss）アプ

ローチに移行することへの強い支持

があったが、一部には、現行IAS第

39号の発生損失モデルを支持する意

見や、公正価値による測定という意

見もあった。このようなコメントを

受けて、今回、このプロジェクトで

採用すべきアプローチを選定するた

め、次の４つの減損アプローチが検

討された。

� 予想損失アプローチ

� 発生損失アプローチ

� 公正価値ベースアプローチ

（IAS第39号の償却原価で簿価を

計算し、減損が発生した時点で公

正価値を用いて測定する）

� IAS第36号（資産の減損）に基

づくアプローチ（販売費用控除後

公正価値と使用価値のいずれか高

い方を参照して減損を計算する非

金融資産に適用される方法を、金

融資産にも適用する）

議論の結果、全員一致で、予想損

失アプローチを採用することが暫定

的に合意された。議論においては、

発生損失アプローチでは、当初の損

失の見積りが、実際の損失の発生ま

で認識されないため、実際損失発生

時点まで金利が過大に認識される点

が問題とされた。また、公正価値ベー

スアプローチでは、償却原価モデル

と公正価値モデル（減損発生時には

金融資産が公正価値で測定される）

が混在することになり、複雑なモデ

ルとなる点が問題とされた。そして、

IAS第36号に基づくアプローチでは、

トリガーとなる事象が発生したかど

うかの判定のタイミングや発生損失

アプローチと同様、実際に損失が発

生するまで金利が過大に認識される

点が問題とされた。

� 予想損失アプローチの適用範囲

予想損失アプローチを採用するこ

とが暫定合意されたことを受けて、

①予想損失を見込む期間（契約の全

期間とするか、ある一定の期間とす

べきか）及び②予想損失を計算する

場合にどのような条件を考慮すべき

かの２点について議論が行われた。

① 予想損失を見込む期間

予想損失を見込む期間として、①

契約の全期間を対象とする考え方と、

②契約期間のある一部の期間（短期

間）のみを対象とする考え方があり、

議論が行われた。両者には、それぞ

れいくつかの長短がある。例えば、

前者の場合、予想期間が長くなり、

予想が正確性を欠くため信頼性が低

くなり、損益に適切でない変動が生

じるおそれがある点が指摘されてい

る。一方、後者の場合、全期間を対

象とするときは考慮されるが、短期

では考慮されない信用リスクが存在

することがあり、時の経過とともに

それらが実現すると、それによる損

益の変動が生じることになる。

議論の結果、契約の全期間を対象

として、予想損失を見込むことが暫

定的に合意された。

② 予想損失を計算する際に考慮す

べき条件

予想損失を計算する際に考慮すべ

き条件として次のものが検討された。

� 経済サイクル期間アプローチ

（through-the-cycleapproach） ：

ローンを供与したある一時点の経

済状況を用いて予想損失を見積も

ることは、その時点の経済状況の

みに依存するので不適切と考え、

経済サイクル全期間の状況を考慮

して予想損失を見積もるべきだと

いう考え方。

� 過去及び現在の条件のみに基づ

いて予想損失を決定するアプロー

チ：予想損失を過去及び現在の経

済及び市場状況のみを見て見積も

るべきという考え方。経済及び市

場状況の将来の変動を見込むこと

を禁止する考え方。
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� すべての合理的及び支持し得る

情報及び条件を考慮するアプロー

チ（「全スコープ」予想損失）：金

融資産の全体としての収益性を忠

実に表現するため、経済及び市場

状況の過去及び現在の条件に加え、

将来の変動をも考慮に入れる考え

方。

議論の結果、将来の変動をも考慮

することが合理的だと判断され、

「すべての合理的及び支持し得る情

報及び条件を考慮するアプローチ」

（上記�）が、全員一致で暫定的に

合意された。

今回は、①ヘッジの有効性テスト、

②現存する項目のグループの一部を

ヘッジ対象の部分 （又は 「層

（layer）」）とすること及び③OCI

（その他包括利益）を通して公正価

値の変動を認識する、持分金融商品

への投資に対するヘッジ会計の３つ

について議論が行われた。

� ヘッジの有効性テスト

今回議論されたのは、現在検討中

の新たなヘッジ会計の下において、

有効性評価の主要特性は何かという

点である。2010年８月３日に開催さ

れた臨時会議では、そのような特性

に関連する４つの論点が議論された。

今回、これらの論点について、さら

に議論が行われた。

� 有効性評価の目的

� ヘッジにおける中立性概念

� 有効性評価及び再評価の頻度

� 有効性評価に用いるモデルの役割

議論の結果、次のようなヘッジの

有効性テストアプローチが暫定的に

合意された。

� 有効性評価の目的は、ヘッジ関

係がバイアスのない結果をもたら

し、かつ、非有効性を極小化する

ことを確保することであり、その

ため、ヘッジ会計の目的上、ヘッ

ジ手段の価値の変動が、ヘッジ対

象の価値の変動をシステマティッ

クに超過又は過小となるように、

ヘッジ対象とヘッジ手段のウェー

ト付けに意図的なミスマッチがあっ

てはならない。

� 上記の目的に加え、ヘッジ関係

には、ヘッジされたリスクに関し

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の間

で相殺（偶然でない相殺）を達成

することが期待されていること。

� 有効性の評価は将来を予測する

ものであり、開始時及び継続的に

実施される。

� どのような評価のタイプ（定性

的か又は定量的か）を用いるかは、

ヘッジ関係の適切な特徴（rele-

vantcharacteristics）及び潜在的

な非有効性の源泉に依存する。有

効性の評価の主要な情報源は、企

業のリスク管理の仕方である。

� 特定の評価手法は規定しない。

しかし、採用される手法は、非有

効性の源泉を含むヘッジ関係の適

切な特徴を捕捉できるのに十分な

厳格さが必要である。

� 予期していなかった非有効性の

源泉（すなわち、当初予想してい

なかった新たな源泉）が発生した

り、ヘッジ関係の再構成（rebal-

ancing）によって、従来の手法で

は非有効性を捕捉できなくなり、

そのため、ヘッジがバイアスのな

い結果を生まず、非有効性を最小

化することができなくなるときに

は、有効性評価の手法を変更する

ことが強制される。

� ヘッジ対象の適格グループ（部

分ヘッジ）

2010年８月３日に開催された臨時

会議では、現存する項目（例えば、

確定約定又は負債証券）の「比例的

な部分（proportion）」（例えば、100

万ドルの確定約定の比例的な80％）

をヘッジ対象とすることに加え、

「ある部分（layer）」（例えば、100

万ドルの確定約定のうち、最初の70

％）をヘッジ対象とすることができ

るという方向で検討を行うことがお

おむね了解されていた。

今回は、前回に引き続き、部分ヘッ

ジに関して、設例を基に議論が行わ

れた。

議論の結果、企業のリスク管理方

針が、現存項目のグループの「ある

部分（layer）」をヘッジすることに

しているのであれば、会計上のヘッ

ジの指定は、同じベースで行われな

ければならないことが暫定的に合意

された。すなわち、現存グループ項

目に対して、「ある部分」のヘッジ

指定（部分ヘッジ）を認めるべきこ

とが暫定合意された。なお、ここで、

「ある部分（layer）」とは、同じリ

スクを共有するグループを構成する

名目金額であるとされており、100

万ドルの確定約定のうち、最初の70

％という形で指定される。

� OCIを通して公正価値の変動を

認識する持分金融商品への投資に

対するヘッジ会計

ここでは、IFRS第９号（金融商

品）で規定されている「OCIを通し

て公正価値の変動を認識する持分金

融商品への投資」に対して、ヘッジ

会計の適用を認めるかどうかが議論

された。IAS第39号では、ヘッジ会
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計（公正価値ヘッジ及びキャッシュ・

フロー・ヘッジ）を適用するには、

リスク・エクスポージャーが、当期

純利益（profitorloss）に影響を与

えていなければならないとされてい

るが、OCIを通して公正価値の変動

を認識する持分金融商品への投資で

は、リスク・エクスポージャーが

OCIのみに影響を与えているため、

ヘッジ会計の定義を満たさない。

OCIに対してヘッジ会計を認めるよ

うにする場合には、現在のIAS第39

号のヘッジ会計を根本から見直す必

要があり、OCIを利用する会計処理

全般に関する問題をも含んでいる。

このため、OCIに対してヘッジ会計

を認めることは、現在のIASBのヘッ

ジ会計に関する検討の方向性そのも

のの見直しを伴うものと理解された。

議論の結果、OCIを通して公正価

値の変動を認識する持分金融商品へ

の投資には、ヘッジ会計を適用しな

いことが暫定的に合意された。

2010年７月の会議では、2010年５

月に公表した公開草案（金融負債の

ための公正価値オプション）に対す

るコメント（締切り期日は2010年７

月16日）に関する概括的な報告及び

議論が行われた。今回は、そこで指

摘された論点のうち、①「負債の信

用リスクの変動（changesinaliabil-

ity'screditrisk）」をすべてOCIで認

識するという取扱いが妥当か及び②

負債の信用リスクの変動をどのよう

に決定するかに関して議論が行われ

た。

前者の論点では、３つの代替案が

検討された。

� 負債の信用リスクの変動をすべ

て当期純利益で認識するが、包括

利益計算書上、負債の信用リスクの

変動を区分して表示するアプローチ。

� すべての負債に対して、その信

用リスクの変動をOCIで認識する

ことを求め、当期純利益には影響

させないというアプローチ（公開

草案での提案アプローチ）。

� 負債の信用リスクの変動は、原

則として、OCIで認識するが、そ

うすることが当期純利益段階でミ

スマッチをもたらす場合に限り、

負債の信用リスクの変動を当期純

利益で表示するアプローチ。

後者の論点に関しては、公開草案

では、IFRS第７号（金融商品：開

示）で示している負債の信用リスク

に起因する公正価値の変動額の算出

方法（B４で示している。）を用い

て、次のように、負債の信用リスク

に起因する公正価値の変動額を算出

することを求めている。

� 負債の観察される市場価格と期

首における負債の契約上のキャッ

シュ・フローを用いて、期首にお

ける負債の内部収益率を計算し、

これから期首時点で観察されるベ

ンチマーク金利を控除して、金融

商品に固有の構成要素に帰属する

金利を算出する。

� 各期末では、期末時点で観察さ

れるベンチマーク金利と上記 �

で計算された固有の構成要素に帰

属する金利の合計額を用いて、期

末時点の負債の契約上のキャッシュ・

フローを割引き、その現在価値を

計算する。

� 各期末時点の負債の観察される

市場価格と上記 � によって計算

された現在価値との差額が、観察

される金利の変動に起因しない公

正価値の変動額（すなわち、負債

の信用リスクに起因する公正価値

の変動額）となる。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 負債の信用リスクの変動は、原

則として、OCIで認識するが、そ

うすることが当期純利益段階でミ

スマッチをもたらす場合に限り、

負債の信用リスクの変動を当期純

利益で表示するアプローチを採用

する。

� 負債の信用リスクに起因する公

正価値の変動額の計算には、

IFRS第７号のガイダンス（上記

�から�を参照）を用いることと

する。

2009年11月に公表した公開草案

（金融商品：償却原価及び減損）に

対して受領したコメントを受けて、

減損に関する議論が行われた。
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2010年８月24日の臨時会議では、

予想損失アプローチを採用すること

及び契約の全期間を対象として予想

損失を見込むことが暫定的に合意さ

れている。今回は、これを受けて、

①契約当初の予想損失の取扱い及び

②当初予想損失をどのように契約全

期間にわたって配分するかの２点に

ついて議論が行われた。

� 当初予想損失の取扱い

当初予想損失の取扱いに関しては、

①契約全期間に見込まれる予想損失

を第１年度にすべて認識するという

取扱い及び②当該予想損失をポート

フォリオの存続期間にわたって配分

するという取扱いの２つについて議

論が行われた。前者を支持する考え

方では、過去の予想損失の見込額に

関する歴史的情報を保有する必要が

ない点や実効金利の計算が不要なこ

とが利点として挙げられている。一

方、後者を支持する考え方では、予

想損失をポートフォリオの存続期間

にわたって配分することで、投資の

実質リターンを適切に示すことがで

きる点が利点として挙げられている。

議論の結果、契約全期間に見込ま

れる予想損失を、ポートフォリオの

存続期間にわたって配分するという

取扱いを採用することが暫定的に合

意された。

� 当初予想損失の契約期間にわた

る配分

上記の暫定合意を受けて、契約全

期間に見込まれる予想損失を、ポー

トフォリオの存続期間にわたって配

分する方法についても議論が行われ

た。検討された方法は、①統合され

た実効金利 （integratedeffective

rate）を用いる方法及び②統合され

た実効金利を用いない方法（実効金

利から信用リスクを分離するアプロー

チ（'decoupled'approach））である。

前者の方法は、公開草案で提案し

た方法で、将来キャッシュ・フロー

の現在価値が常に償却原価となるよ

うにする方法である。受領したコメ

ントでは、このような実効金利の計

算には、その便益を超える費用がか

かるという指摘が多かった。

一方、後者の分離アプローチでは、

具体的な配分方法として、年金法（an-

nuityapproach）と定額法（straight-

linemethod）という２つの方法が考

えられるが、会計データとは異なる

リスク管理のためのデータを用いて

会計処理ができるという点から、統

合された実効金利法よりも簡単な方

法とされている。すなわち、実効金

利の計算と予想損失の見積りとは、

別々に行われることになる。ただ、

これらの方法をオープン・ポートフォ

リオに適用する際の困難さは、いず

れの方法でも残ることになる。

議論の結果、統合された実効金利

を用いない方法（実効金利から信用

リスクを分離するアプローチ）を採

用することが暫定的に合意された。

今回は、①ヘッジ対象のグループ

にヘッジ会計を適用するための適格

性要件、②ヘッジの非有効性の評価、

③ヘッジの表示（ベーシス調整及び

確定約定の為替リスクのヘッジ）及

び④ヘッジ会計の範囲の４つについ

て議論が行われた。ここでは、④を

除く議論の概要を紹介する。

� ヘッジ対象のグループにヘッジ

会計を適用するための適格性要件

今回は、①リスク・エクスポージャー

のグループをヘッジ対象とする場合

の適格性要件及び②ポートフォリオ

における金利リスクの公正価値ヘッ

ジの２つについて議論が行われた。

① グループをヘッジ対象とする場

合のヘッジ会計の適格性

これまで、ヘッジ項目のグループ

に対するヘッジ会計の適用の適格性

に関する議論が行われてきたが、こ

の間に合意された暫定合意の内容及

びそれに対するボードメンバーの懸

念などをまとめ、暫定合意がどのよ

うな帰結をもたらすか、さらに、ボー

ドメンバーの懸念に対してどのよう

な対応がなされたのかについての報

告と議論が行われた。

議論では、ヘッジ対象のグループ

にヘッジ会計を適用するために、ど

のような適格性要件（制約規準）を

求めるかに関して、次の３つの選択

肢が議論された。

� IAS第39号に記述されているヘッ

ジ対象グループに適用されるすべ

ての制約規準を引き継ぐ。

� IAS第39号に記述されているヘッ

ジ対象グループに適用されるいく

つかの制約規準を引き継ぐ。

� IAS第39号に記述されているヘッ

ジ対象グループに適用される制約

規準のいずれも引き継がず、代わ

りに、①企業のリスク管理目的上、

グループベースでヘッジ対象を管

理していること、及び、②ネット・

ポジションの場合には、資産及び

負債のグロスの金額が識別され、

ヘッジ対象として指定されている

ことという規準のみを組み込む。

議論の結果、上記�の選択肢を採

用することが暫定的に合意された。

さらに、スタッフに対して、どのよ

うな制約が必要かを決定することを
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支援する設例を作成することが指示

された。なお、上記�の選択肢の下

では、IAS第39号からは、次のよう

な制約規準のいくつかを引き継ぐこ

とになる。

� グループに含まれる項目が同じ

ものであること。

� 同じリスク特性を有していること。

� ヘッジ対象となるリスク・エク

スポージャーを共有していること。

� グループを構成する個別項目の

公正価値の変動が、グループ全体

の公正価値の変動とほぼ比例して

いること。

� ある状況下又はすべての場合に

おいて、キャッシュ・フロー・ヘッ

ジは、ネット・ポジションのヘッ

ジ対象として適格にはなり得ない。

� 公正価値ヘッジにおいては、ネッ

ト・ポジションはヘッジ対象とな

り得ない。

② ポートフォリオにおける金利リ

スクの公正価値ヘッジ

今回は、ポートフォリオにおける

金利リスク（固定金利建ての負債金

融商品）の公正価値ヘッジのみが議

論された（キャッシュ・フロー・ヘッ

ジについては、将来議論の予定）。

示された論点は２つで、第１の論点

は、オープン・ポートフォリオに対

してどのように金利リスクの公正価

値ヘッジを適用するかであり、第２

の論点は、より一般的な問題として、

ポートフォリオベースで金利リスク

の公正価値ヘッジを適用する際に考

慮すべきいくつかの問題点（例えば、

ネット・ポジションのヘッジの場合、

利付資産と利付負債を１つのポート

フォリオとすることができるか）で

ある。

第１の論点に関しては、現在検討

中のモデルでは、公正価値ヘッジの

場合にも、ヘッジ対象及びヘッジ手

段に生じた公正価値の変動を、いっ

たんOCIで認識し、ヘッジ対象の損

益が実現した時点で、当該損益を

OCIから当期純利益に振り替えると

同時に、ヘッジ手段の公正価値の変

動でOCIで認識されている対応損益

も、当期純利益に振り替える処理を

前提としている。そのため、ヘッジ

対象の認識がいつ中止をされるかが

重要となる。この考え方は、クロー

ズド・ポートフォリオではよく機能

するが、オープン・ポートフォリオ

の場合、ヘッジ対象とヘッジ手段の

公正価値の変動でOCIで認識されて

いるものを、どのように当期純利益

に振り替えることによってマッチン

グさせるかが問題となる。また、ヘッ

ジの非有効性部分を直ちに当期純利

益で認識する必要があるが、これを

どのように行うかも問題となる。

第２の論点に関しては、今後検討

すべき論点の一覧表が示された。

今回は、論点を確認するための議

論が行われただけであり、暫定合意

された事項はない。

� ヘッジの非有効性の評価

ヘッジの非有効性の評価のための

原則及びガイダンスに関する議論が、

継続的に行われている。2010年８月

24日の議論では、ヘッジの有効性評

価を、①複雑でないヘッジ関係と②

複雑なヘッジ関係の２つに分け、そ

れぞれに異なる方法を適用して行な

うというスタッフからの提案が否決

され、両者を区分せずに適用できる

単一の有効性評価方法を目指すこと

とされた。これを受けて、今回、ヘッ

ジの非有効性の評価の目的、原則及

びガイダンスについての議論が行わ

れた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� ヘッジの非有効性の測定の目的

は、次のとおり。

IAS第39号にある原則を保持す

る。すなわち、ヘッジの非有効性

の測定の目的は、報告期間におけ

るヘッジ手段の公正価値の変動の

うち、ヘッジされたリスクに帰属

するヘッジ対象の公正価値の変動

によって相殺されない部分を（公

正価値ヘッジの場合は、その逆も

同様となる。）数量化することで

ある。

� ヘッジの非有効性の測定の原則

とガイダンスは、次のとおり。

・ ヘッジの非有効性の測定は、

ドル・オフセット法（ヘッジ手

段の公正価値の変動とヘッジ対

象の公正価値の変動の比率を用

いて非有効性を計算する方法）

に従って行い、報告期間末又は

リバランス時（いずれか早い方）

に非有効性を認識する。

・ 非有効性の測定は、ヘッジ対

象とヘッジ手段の実際の変動に

基づいて行う。

・ 非有効性の測定に当たっては、

貨幣の時間価値を考慮する。

・ ヘッジ対象の予想キャッシュ・

フローの現在価値を測定するた

めに、仮想デリバティブ（hy-

potheticalderivative）を用いる

場合に関するガイダンスが暫定

合意され、仮想デリバティブは、

それ自体を非有効性を評価又は

測定する方法として採用しては

ならず、それは、非有効性をテ

ストする方法へのインプットと

して、又は、非有効性の測定の
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ために用いることが明確化された。

� ヘッジの表示（ベーシス調整及

び確定約定の為替リスクのヘッジ）

ここでは、①予定取引に対するベー

シス調整（basisadjustment）及び

②確定約定の為替リスクのヘッジ及

び③それらの相互関係について議論

が行われた。

① 問題の所在

IAS第39号第98項では、予定取引

（これには、キャッシュ・フロー・

ヘッジが適用される）に関して、次

のような規定を置いている。

� 当該予定取引が、その後におい

て非金融資産又は非金融負債の認

識を生じさせる場合には、会計方

針として、以下のいずれかを選択

することができる。

� ヘッジ手段に係る損益のうち、

ヘッジとして有効な部分はOCI

で認識し、その後、取得された

資産又は発生した負債が当期純

利益に影響を与える期に、OCI

からリサイクルする。

ⅱ� ヘッジ手段に係る損益のうち、

ヘッジとして有効な部分は取得

された資産又は発生した負債の

取得原価に含める（ベーシス調

整）。

� 非金融資産又は非金融負債の認

識を生じさせる予定取引が、公正

価値ヘッジが適用される確定約定

となった場合には、会計方針とし

て、上記�の�又はⅱ�のいずれか

を選択することができる。

一方、IAS第39号第87項では、確

定約定の為替リスクのヘッジに限っ

て、公正価値ヘッジ又はキャッシュ・

フロー・ヘッジのいずれとして会計

処理してもよいとしている。また、

この選択は、取引ごとに選択できる。

ここで取扱われている問題は、次

のとおりである。

� 為替リスクに限定せずに、予定

取引がその後において非金融資産

又は非金融負債の認識を生じさせ

る場合に、会計方針として選択で

きる２つの選択肢（上記�の�と

ⅱ�）をベーシス調整のみに限定す

ることが妥当かどうか。

� 確定約定の為替リスクのヘッジ

は、公正価値ヘッジ又はキャッシュ・

フロー・ヘッジのいずれとして会

計処理してもよいとしている現行

IAS第39号第87項の選択肢を維持

すべきかどうか。

� 上記２つの問いに答えるため、

非金融資産又は非金融負債の認識

を生じさせる予定取引が、為替リ

スクをも有している場合を例に採っ

て、それぞれへの答えが矛盾した

ものにならないかどうかを検証する。

このことを示したものが別図であ

る。確定約定の期間（t１からt２）

では、上段に示したのが、公正価値

ヘッジを選択した場合であり、下段

は、キャッシュ・フロー・ヘッジを

選択した場合の流れである。

② 予定取引に対するベーシス調整

ここでは、４つの選択肢が議論さ

れた。

案１：現行どおり、２つの会計処理

の選択を許容。

案２：ベーシス調整しない方法

（OCIで認識し、その後リサ

イクルする方法）のみを許容。

案３：べーシス調整する方法のみを

許容。

案４：べーシス調整する方法のみを

許容（調整に当たっては、包

括利益計算書上でOCIをとお

すことなく、直接、資本の部

のOCIを増減させる）。

議論の結果、案４を採用すること

が暫定的に合意された。この結果、

①予定取引が、その後において非金

融資産又は非金融負債の認識を生じ

させる場合、又は、②非金融資産又

は非金融負債の認識を生じさせる予

定取引が、公正価値ヘッジが適用さ

れる確定約定となった場合には、ベー

シス調整を行うことになる。その際

には、ヘッジ手段に生じる損益は、

包括利益計算書を経由することなく

直接資本の部のOCIで認識し、非金

融資産又は非金融負債の認識が生じ

る際には、OCIで認識されていたヘッ

ジ手段に生じる損益は、OCIからこれ

らの簿価に振り替えられることになる。

③ 確定約定の為替リスクのヘッジ

現行IAS第39号では、確定約定の
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為替リスクのヘッジは、公正価値ヘッ

ジ又はキャッシュ・フロー・ヘッジ

のいずれとして会計処理してもよい

としているが、今回、次の３つの選

択肢が議論された。

案Ａ：現行どおり、２つの処理の選

択を許容。

案Ｂ：キャッシュ・フロー・ヘッジ

のみを許容。

案Ｃ：公正価値ヘッジのみを許容。

議論の結果、案Aを採用すること

が暫定的に合意された。これは、確

定約定の為替リスクは、ヘッジ対象

のキャッシュ・フロー及び公正価値

の双方に影響を与えること、もし、

案Cを採用すると、予定取引（予定

取引にはキャッシュ・フロー・ヘッ

ジのみが適用される）から確定約定

になった時点で、ヘッジの性質をキャッ

シュ・フロー・ヘッジから公正価値

ヘッジに指定替えしなければならな

くなることなどから、現行処理を変

える必要がないと判断されたためで

ある。

このプロジェクトは、公開草案を

公表すべく、プレバロット・ドラフ

トの段階まで進んできた。公開草案

のプレバロット・ドラフトは、これ

までのIASB及びFASBの議論を経て、

現行の金融商品に関する資本と負債

の区分と多くの点で同じになるよう

な区分とするという方針で作成され

ている。しかし、それを記述するプ

レバロット・ドラフトの文言は、背

後にある原則を明示することを意図

して、現行規準の文言とは大きく異

なっている。このため、理解が困難

になり、かえって混乱を招き、意図

しない帰結をもたらす可能性が否定

できないという懸念が関係者から表

明された。このため、公開草案のプ

レバロット・ドラフトで採用してい

るアプローチで継続してプロジェク

トを進めるべきかどうかが議論され

た。スタッフからは、次の５つの代

替案が示された。

� 特定の実務上の問題に対処する

ためにIAS第32号（金融商品：表

示）を改訂し、米国で改訂された

IAS第32号が採用されるようにする。

� 米国会計基準とIFRSの間のコ

ンバージェンスを拡大するため、

両基準に対して目標を絞った改訂

を行う。

� 狭義の資本という考え方で、プ

レバロット・ドラフトの内容を検

討し直す。

� 現在、両者の検討議題に上がっ

ているその他のプロジェクトの一

部が完成するまで、本プロジェク

トを延期する。

� プレバロット・ドラフトで提案

しているアプローチに基づいて作

業を継続する。

議論の結果、IASBは、上記�、

�及び�の代替案を拒否することに

暫定的に合意した。今後、2010年10

月の両者の合同会議で、上記�及び

�の代替案について議論する予定で

ある。

このプロジェクトの公開草案は、

2010年３月に公開されているが、今

回、①これに対して受領したコメン

トの簡単な分析及び②本プロジェク

トの今後の進め方について議論が行

われた。

議論では、受領したコメントでは、

①単一の負債に対して期待値を用い

ることの妥当性に対する懸念、②訴

訟のような事象に対しては信頼を持っ

て負債の期待値を測定できないこと、

及び③リスク調整を加える理由やそ

の計算方法が不明確でリスク調整を

含める測定は信頼性がなく、また、

比較可能性もなくなるといった点が

指摘されていることが報告された。

スタッフからは、今後のプロジェ

クトの進め方に対して、次の３つの

提案が示された。

� プロジェクトを中止する。

� IAS第37号の測定に関する規定

を見直さずに、新しいIFRSを作成

する。

� 期待値を用いる測定モデルを追

求するが、コメントで指摘された

点に対応する。

議論の結果、上記�の方向性でプ

ロジェクトを継続することが暫定的

に合意された。そして、今後、次の

点を検討することが予定されている。

� 期待値が信頼をもって測定でき

ない負債に対して、異なる測定方

法を導入するかどうか。例えば、

単純化された測定技法を特定する

方法を指定するというアプローチ

が考えられる。また、「信頼ある

測定」という認識規準を満たさな

いので、負債を認識せず、未認識

となる負債の存在及びそれに関す

る情報の開示を企業に求めるとい

うアプローチも考えられる。

� 認識すべき負債があるかどうか

を、企業が決定することを支援す

るガイダンスの追加を考慮する。

� 負債の認識に当たって、①履行

する場合、②譲渡する場合及び③

解約する場合のいずれか低いもの
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を識別するという要求を再考する。

� リスク調整を追加するという要

求を再考する。

� 将来のキャッシュ・フローを、

契約価格を参照して測定する要求

を再考する。

� 割引率、開示要求、偶発資産及

び不利な契約といった、その他の

項目に関するガイダンスの追加を

検討する。

また、上記の検討の結果を受けて、

これらの改訂内容が再公開されるこ

とになるが、その際には、すべての

改訂事項について再公開することが

暫定的に合意された（2010年３月の

再公開では、これまで行ってきた見

直しのうち、測定のみに範囲を絞っ

て再公開したために、認識部分も再

公開すべきとの指摘が多数寄せられ

ている）。なお、再公開の時期は、

2011年第２四半期より前になること

はないと考えられる。

IASBは、2009年７月に公開草案

（料金規制活動）を公表しており、

そこでは、電力やガスといった料金

が規制されている企業の活動に関連

して、当期に発生した超過コスト

（当期の実際コストが予想コストを

超える場合）を、将来、料金に加算

して回収できる仕組みを採用してい

る場合に、そのような仕組みから生

じる当期発生コストの将来回収予想

額を、規制資産（regulatoryassets）

として認識することを提案している。

また、これとは逆に、当期の実際コ

ストが予想コストを下回る場合には、

将来、この差額を料金の引下げとい

う形で消費者に還元しなければなら

ない義務を、規制負債（regulatory

liabilities）として認識することを提

案している。

今回、スタッフからは、概念フレー

ムワークに照らして、規制資産及び

規制負債は、IFRSにおいて資産及び

負債として認識すべきではないとい

う提案があった。

議論の結果、この問題は早急に結

論を出すべきではなく、次のステッ

プは、この問題を将来の検討議題と

するかどうかであるとされた。この

ため、近い将来に公表されるであろ

うIASBの将来の検討議題に関する

文書の中で、正式議題とすべきかど

うかについて広く意見聴取すること

とされた。将来のプロジェクトの方

向性としては、①開示のみの基準と

する、②従来の基準（GAAP）を許

容するために、IFRS第１号（保険

契約）やIFRS第６号（鉱物資源の

探査と評価）のような中間段階の基

準とする、③料金規制の影響に焦点

を絞った中期的なプロジェクトとす

る及び④無形資産に関する包括的な

プロジェクトとするといったものが

考えられる。

相殺の問題は、2010年６月の会議

で議論され、スタッフに対して、相

殺の適切性及び有用性、ISDA（国

際スワップデリバティブ協会）のマ

スターネッティング契約の法的有効

性（legalenforceability）について、

さらなる調査を指示していた。今回

は、これに対するその後のスタッフ

の検討結果が示され、財政状態計算

書上において、金融資産及び金融負

債の相殺が適切で有用かどうか、ま

た、そうであれば、どのような基準

（basis）に基づいて金融資産と金融

負債が相殺されるべきかについて議

論が行われた。

議論の結果、今回は、暫定合意に

達した事項はないが、今後も継続し

て検討することとなり、金融資産及

び金融負債の相殺が適切で有用かど

うかを判定するために考慮すべき要

素として、次の項目を、今後、検討

することとされた。

� 当事者が相殺又は純額決済する

能力を有している必要があるかど

うか。

� 純額決済を行う意図を明示する

必要があるかどうか。

� それぞれの契約に示された負債

金額は、同日又は同時に決済され

るべきかどうか。

� 金融資産及び金融負債は、同じ

満期日を有するべきかどうか。

� 金融資産及び金融負債は、同じ

基礎となるリスクを有しているべ

きかどうか。

� 相殺は、二者間又は複数の相殺

契約に基づくべきかどうか。

2010年６月に、FASBは、トピッ

ク820（公正価値測定及び開示）の

改訂のための公開草案を、IASBは、

再公開草案（公正価値測定における

測定の不確実性分析開示）を公開し
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た。今回は、これら２つの公開草案

に対して受領したコメントの分析結

果について議論が行われた。さらに、

今後の検討スケジュールに関しても

議論が行われた。

次のような分析結果が示され、議

論が行われたが、暫定合意に達した

事項はない。

� 公正価値測定に関して、米国会

計基準とIFRSとを同じ内容とす

る基準を開発しようとする方向性

については、大きな支持があった。

� トピック820に対する改訂提案

は、現行実務を変更するものであ

るが、さらに、ガイダンスを求める

コメントが多数寄せられた。例えば、

各IFRSで会計単位を明確に指定

していない場合に関するガイダン

スの明確化を求める意見があった。

� 測定の不確実性分析開示に関し

ては、インプット間の相関関係を

考慮するためには、システム変更

など実務上の影響があるとの懸念

が表明された。さらに、相関関係

の影響をどのように決定するか、

いつ相関関係が目的適合的になる

のかなどに関して、さらに明確化

が必要である点も指摘された。

このほか、2011年第１四半期に最

終基準を公表し、公正価値測定に関

する教育的資料（IFRS財団が公表

する）を2011年第２四半期に公表す

るというスケジュールについての議

論も行われた。今後、コメントで指

摘されたそれぞれの論点について議

論される予定である。

今回は、排出量取引スキームの１

つであるキャップ・アンド・トレー

ド・スキームにおける当初認識時の

会計処理に関して議論が行われた。

具体的には、①排出権を割り当てら

れた場合や購入した場合にこれに資

産として認識するかどうか、及び、

②排出権を割り当てられた場合に対

応する負債が存在すると考えるかど

うかについて議論が行われた。

� 排出権の資産としての認識

概念フレームワークでは、「資産

とは、過去の事象の結果として企業

が支配し、かつ、将来の経済的便益

が当該企業に流入すると期待される

資源をいう。」と定義されている。

購入した排出権は、過去の事象（購

入）の結果として企業が保有してい

るものであり、排出権を企業が市場

で売却できることから、経済的便益

をもたらす資源であるということが

でき、資産の定義を満たしている。

一方、割り当てられた排出権も、過

去の事象（割当）の結果として企業

が保有しているものであり、購入さ

れた排出権と同様に、企業が市場で

売却できることから、経済的便益を

もたらす資源である。このため、購

入及び割当ての結果として企業が保

有している排出権は、資産の定義を

満たすと考えられる。議論の結果、

この分析のとおり、資産の定義を満

たし資産として認識すべきことが暫

定的に合意された。

� 排出権の負債としての認識

概念フレームワークでは、「負債

とは、過去の事象から発生した企業

の現在の債務で、その決済により、

経済的便益を有する資源が当該企業

から流出することが予想されるもの

をいう。」と定義されている。

ここでは、対価の支払いなしに割

り当てられた排出権に対応して企業

に負債が存在するかどうか及びそれ

を認識すべきかが議論された。

議論では、①排出権の割当ては、

現在の義務を創造するので、割当て

に対応する負債があるという考え方

と、②割当てによって現在の義務が

創造されないので負債はなく、温暖

化ガスを排出した時点で負債が生じ

るという考え方の２つが検討された。

また、前者の考え方には、どのよ

うな現在の義務があるかに関して、

さらに３つの異なる考え方があるこ

とが示された。

� 見解A：排出権を遵守期間後も

保有するためには、温室効果ガス

の排出を抑える義務があるという

考え方。

� 見解B：温室効果ガスを排出し

た場合には、排出権を返却しなけ

ればならない義務があるという考

え方。

� 見解C：スキームの要求を遵守

するという義務。すなわち、排出

権を保有するために、温室効果ガ

スの排出を抑える義務、及び、温

室効果ガスを排出した場合には、

排出権を返却しなければならない

義務があるという考え方。

議論の結果、IASBは、排出権の

割当てによって負債が存在すること

を認め、見解Cを採用することを暫

定的に合意した。しかし、この考え

方をさらに洗練させるべきことがス

タッフに指示された。一方、FASB

は、排出権の割当てによって負債が

存在することは認めたものの、上記

３つの見解のいずれにも過半数の支

持がなかった。
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2010年９月の会議に引き続き、金

融負債に対する公正価値オプション

の適用に関する議論が行われた。今

回は、①負債の信用リスクの変動を

包括利益計算書上、２段階表示とす

るか、１段階表示とするか、②負債

の信用リスクをOCIで認識する取扱

いをローン・コミットメント及び金

融保証に拡大するかどうか、及び、

③金融負債の認識の中止が行われ、

負債の信用リスクが実現した場合に

リサイクリングを認めるかどうかと

いう３点が議論された。

� 包括利益計算書上での表示

議論の結果、１段階表示方式を採

用することが暫定的に合意された。

１段階表示方式では、金融負債の公

正価値の変動のうち、発行企業の信

用リスクに関連する部分を直接OCI

で表示し、残りを当期純利益で表示

することになる。

� ローン・コミットメント及び金

融保証

議論の結果、負債の信用リスクを

OCIで認識する取扱いを、ローン・

コミットメント及び金融保証には拡

大しないことが暫定的に合意された。

これにより、これらの公正価値の変

動は、当期純利益で認識されること

となる。

� 信用リスクが実現した場合のリ

サイクリング

金融負債の信用リスクは、負債を

返済し終えた段階ではゼロとなる。

しかし、満期前に金融負債の認識の

中止が行われる場合には、信用リス

クに関連する損益が実現損益になる。

このような場合に、実現損益をリサ

イクルすべきかどうかが議論された。

議論の結果、負債の信用リスクが

実現した場合でもリサイクリングを

認めないことに対しての支持が多かっ

たが、継続して議論することとされ

た。リサイクリングを認めないこと

に対する支持が多かったのは、この

ような負債の信用リスクが実現する

場合が限られていること、及び、信

用リスクの実現時に当該損益をリサ

イクリングすることを認めることは、

他のIFRSでリサイクリングを禁止

している取扱いへも影響が及ぶこと

が懸念されたためである。

金融資産の譲渡に関連する開示規

定（IFRS第７号）の改訂の発効日

は、2011年１月１日とされているが、

作成者が当該変更に対応するための

時間的な余裕を十分確保するために、

発効日を2011年７月１日に変更する

ことがスタッフから提案され、議論

された。

議論の結果、スタッフの提案が暫

定的に合意された。また、改訂基準

の適用初年度には、前期の比較情報

を改訂基準に基づいて修正表示する

必要はないという経過措置を変更し

ないことが再確認された。なお、本

改訂の早期適用は許容されている。
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金融商品（金融負債－公正

価値オプション）

２
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IFRS第７号の改訂）

教材コード Ｊ０２０６０９

研修コード ２１０３０１

履 修 単 位 １単位
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